
中間貸借対照表（2025年9月30日現在）
（単位：百万円）

金　　額 金　　額

（負　債　の　部）

215,969   1,295,489   

21,674   111,323   

44,531   204,411   

1,465,858   54,410   

13,182   4   

11,819   8,174   

そ の 他 の 資 産 11,819   222   

18,282   24   

1,058   7,928   

1,643   1,229   

13,393   112   

△12,486   1,133   

3,481   

13,393   

1,693,164   

10,000   

78,161   

4,082   

74,079   

256   

59,189   

14,632   

88,161   

6,096   

7,504   

13,600   

101,762   

1,794,927   1,794,927   

支 払 承 諾 見 返

無 形 固 定 資 産

前 払 年 金 費 用

そ の 他 資 産

外 国 為 替 外 国 為 替

未 払 法 人 税 等

リ ー ス 債 務

そ の 他 の 負 債

そ の 他 負 債

コ ー ル マ ネ ー

借 用 金

（資　産　の　部）

現 金 預 け 金

取 締 役 頭 取 嘉 藤 晃 玉

預 金

有 価 証 券

貸 出 金

債券 貸借取 引支払保 証金

繰 越 利 益 剰 余 金

資 産 の 部 合 計

土 地 再 評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計

貸 倒 引 当 金

2025年11月28日

第16期　中　間　決　算　公　告

北九州市小倉北区堺町一丁目1番10号

株 式 会 社 北 九 州 銀 行

科　　目 科　　目

有 形 固 定 資 産

譲 渡 性 預 金

支 払 承 諾

その他有価証券評価差額金

資 本 金

負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計

株 主 資 本 合 計

純　資　産　の　部　合　計

別 途 積 立 金

固 定 資 産 圧 縮 積 立 金

利 益 剰 余 金

利 益 準 備 金

役 員 株 式 給 付 引 当 金

繰 延 税 金 負 債

そ の 他 利 益 剰 余 金

退 職 給 付 引 当 金

負　債　の　部　合　計

（純　資　産　の　部）

再評価に係る繰延税金負債



2025年 4月 1日から
2025年 9月30日まで

      (単位:百万円)

科　　　　　目 金　　　　　　　　額

11,632 

9,416 

（ う ち 貸 出 金 利 息 ） (   8,446)

（ う ち 有 価 証 券 利 息 配 当 金 ） (     343)

1,030 

174 

1,012 

9,279 

3,254 

（ う ち 預 金 利 息 ） (     2,008)

872 

56 

4,043 

1,052 

2,353 

22 

2,330 

191 

310 

501 

1,828 

役 務 取 引 等 費 用

そ の 他 経 常 費 用

経 常 収 益

資 金 運 用 収 益

科　　　　　目

役 務 取 引 等 収 益

中間損益計算書

法 人 税 等 調 整 額

中 間 純 利 益

法 人 税 等 合 計

そ の 他 業 務 収 益

そ の 他 経 常 収 益

経 常 費 用

特 別 損 失

そ の 他 業 務 費 用

税 引 前 中 間 純 利 益

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

資 金 調 達 費 用

営 業 経 費

経 常 利 益



記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

重要な会計方針 

１．有価証券の未収配当金の計上基準 

市場価格のある株式に係る、その他利益剰余金の処分による株式配当金（但し、配当財産が金銭の場合のみ。）

は、発行会社の株主総会、取締役会又はその他決定権限を有する機関において行われた配当金に関する決議の効力

が発生した日の属する会計期間に計上しております。 

２．商品有価証券の評価基準及び評価方法 

商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）により行っております。 

３．有価証券の評価基準及び評価方法 

有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、その他有価証券について

は時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法

により行っております。 

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

４．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

５．固定資産の減価償却の方法 

（１）有形固定資産（リース資産を除く） 

有形固定資産は、定率法（ただし、1998年４月１日以後に取得した建物（建物附属設備を除く。）並びに2016年４月

１日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し

計上しております。 

また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建 物  ６年 ～ 47年 

その他  ３年 ～ 20年 

（２）無形固定資産（リース資産を除く） 

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、行内における

利用可能期間（５年）に基づいて償却しております。 

（３）リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数と

した定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるもの

は当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。 

６．引当金の計上基準 

（１）貸倒引当金 

貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針｣（日本公認会計士

協会銀行等監査特別委員会報告第４号 2022年４月14日）に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債

権については、一定の種類毎に分類し、主として今後１年間の予想損失額又は今後３年間の予想損失額を見込ん

で計上しております。予想損失額は、正常先債権は１年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率、要注意先債権は

３年間の貸倒実績又は倒産実績を基礎とした貸倒実績率又は倒産確率の過去の一定期間における平均値に、今後

予想される業績悪化の状況を勘案した将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。 

なお、経営改善計画を策定している要注意先で、特に信用リスクが大きく、債権額及び債権額から担保の処分

可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額が一定額以上の大口債務者のうち、元本の回収及び利

息の受取に係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フロー

を当初の約定利子率で割り引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法（キャッシュ・フロー

見積法）により計上しております。 

破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額

を控除し、その残額のうち必要と認める額を計上しております。破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権

については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を計上しており

ます。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業部店及び自己査定実施部署が資産査定を実施しておりま

す。 

 



（２）退職給付引当金 

退職給付引当金（前払年金費用を含む）は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間期末において発生していると認められる額を計上しております。ま

た、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間期末までの期間に帰属させる方法については給付算

定式基準によっております。なお、数理計算上の差異の費用処理方法は、各事業年度の発生時の従業員の平均残

存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌期から費用処理する方

法によっております。 

（３）役員株式給付引当金 

役員株式給付引当金は、役員株式給付規程に基づく取締役（監査等委員である取締役、非常勤取締役及び社外

取締役を除く。）及び執行役員への株式会社山口フィナンシャルグループ株式の給付等に備えるため、当中間期

末における株式給付債務の見込額に基づき、計上しております。 

７．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建資産・負債は、中間決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

８．収益の計上方法 

収益の計上方法は、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見

込まれる金額で収益を認識しております。 

 ９．消費税等の会計処理 

有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当中間期の費用に計上しております。 

１０．グループ通算制度の適用 

当行は、株式会社山口フィナンシャルグループを通算親会社として、グループ通算制度を適用しております。 

 

注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

１．現金担保付債券貸借取引により受け入れている有価証券は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有

する有価証券で、（再）担保に差し入れている有価証券は21,646百万円であります。 

２．銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、貸借対

照表の「有価証券」中の社債（その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該

社債の発行が有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）によるものに限る。）、貸出金、外国為替、「その他資

産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるものであります。 

破産更生債権及びこれらに準ずる債権額   4,551百万円 

危険債権額               15,464百万円 

三月以上延滞債権額             177百万円 

貸出条件緩和債権額            4,081百万円 

合計額                 24,274百万円 

破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営

破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。 

危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元

本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであり

ます。 

三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及び

これらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。 

貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返

済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権

並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。 

なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

３．手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別

委員会実務指針第24号 2022年３月17日）に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形及び

買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は2,569百万

円であります。 



４．担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保に供している資産 

現金預け金              3百万円 

有価証券           13,490百万円 

貸出金       61,027百万円 

担保資産に対応する債務 

預金                   2,009百万円 

借用金        52,100百万円 

また、その他資産には、為替決済差入担保金、保証金及び公金事務取扱担保金が含まれておりますが、その金額は

次のとおりであります。 

為替決済差入担保金  6,000百万円 

保証金              151百万円 

公金事務取扱担保金   103百万円 

５．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定

された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約であります。これらの契約に係

る融資未実行残高は75,168百万円であります。このうち原契約期間が１年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能な

ものが72,790百万円あります。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の

将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及

びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の

条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期

的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じてお

ります。 

６．土地の再評価に関する法律（1998年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価差額につい

ては、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を

「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。 

再評価を行った年月日  1998年３月31日 

同法律第３条第３項に定める再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令（1998年３月31日公布政令第119号)第２条第４号に定める、地価税法第16条に規定

する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した

価額に基づいて、合理的な調整を行って算出。 

７．有形固定資産の減価償却累計額 8,441百万円 

８．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する当行の保証債務の額

は8,078百万円であります。 

９．単体自己資本比率（国内基準） 13.21％ 

 

（中間損益計算書関係） 

１．「その他経常収益」には、株式等売却益684百万円を含んでおります。 

２．「その他経常費用」には、貸倒引当金繰入額952百万円を含んでおります。 



 

（金融商品関係） 

金融商品の時価等に関する事項 

2025年９月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、市場価格のな

い株式等及び組合出資金は、次表には含めておりません（（注２）参照）。また、現金預け金、外国為替（資産・負債）、

コールマネー等の、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するもの及び重要性の乏しいものは、注記を省略してお

ります。 

                                                            （単位：百万円） 

 中間貸借対照表計上額 時 価 差 額 

(1)有価証券 

満期保有目的の債券 

その他有価証券 

(2)貸出金 

貸倒引当金(＊１) 

 

20,732 

21,738 

1,465,858 

△12,474 

 

20,256 

21,738 

 

 

 

△475 

－ 

 

 

1,453,384 1,419,375 △34,009 

資産計 1,495,855 1,461,370 △34,484 

(1)預金 

(2)譲渡性預金 

(3)借用金 

1,295,489 

111,323 

54,410 

1,295,766 

111,371 

54,275 

276 

48 

△135 

負債計 1,461,223 1,461,412 189 

デリバティブ取引（＊２） 

ヘッジ会計が適用されていないもの 

  

87 

 

87 

 

－ 

デリバティブ取引計 87 87 － 

（＊１） 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。 

（＊２） その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。 

（＊２） デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につ

いては、（ ）で表示しております。 

（注１）金融商品の時価の算定方法 

資 産 

(1)有価証券 

株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は外部の情報ベンダーから入手した価格によっております。 

自行保証付私募債は、内部格付、期間に基づく区分ごとに元利金の合計額を無リスクの利子率に内部格付区分ごとの信

用コストを上乗せした利率で割り引いて時価を算定しております。 

なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「（有価証券関係）」に記載しております。 

(2)貸出金 

貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なって

いない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。固定金利によるものは、貸

出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに元利金の合計額を、事業性貸出金については無リスクの利子率に内部

格付区分ごとの信用コストを上乗せした利率で、消費性貸出金については同様の新規貸出を行った場合に想定される利率

で割り引いて時価を算定しております。なお、約定期間が短期間（１年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似している

ことから、当該帳簿価額を時価としております。 

また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸

倒見積高を算定しているため、時価は中間決算日における中間貸借対照表上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除

した金額に近似しており、当該価額を時価としております。 

貸出金のうち、返済期限を設けていないものについては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似

しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としております。 

負 債 

(1)預金、及び(2)譲渡性預金 

要求払預金については、中間決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしております。また、定期預

金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定しております。その割

引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。なお、預入期間が短期間（１年以内）のものは、



時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 

(3)借用金 

借用金のうち、約定期間が短期間（１年以内）のものは、短期間で市場金利を反映し、また、当行の信用状態は実行後

大きく異なっていないことから、時価は帳簿価格と近似していると考えられるため、当該帳簿価格を時価としております。

約定期間が長期間（１年超）のものは、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を同様の借入において想

定される利率で割り引いて現在価値を算定しております。 

デリバティブ取引 

デリバティブ取引は、金利関連取引（金利スワップ等）、通貨関連取引（通貨オプション等）であり、取引所の価格、

割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算出した価額によっております。 

（注２）市場価格のない株式等及び組合出資金の中間貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「その

他有価証券」には含まれておりません。 

                           （単位：百万円） 

区分 中間貸借対照表計上額 

非上場株式（＊１） 633 

組合出資金（＊２） 1,294 

（＊１） 非上場株式については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 

2020年３月31日）第５項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。 

（＊２） 組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021

年６月17日）第24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。 

 

（有価証券関係） 

１． 満期保有目的の債券（2025年９月30日現在） 

  種類 
中間貸借対照表計上額

（百万円） 

時価 

(百万円) 

差額 

(百万円) 

時価が中間貸借対照表 

計上額を超えるもの 

地方債 － － － 

社債 1,852 1,870 18 

小計 1,852 1,870 18 

時価が中間貸借対照表 

計上額を超えないもの 

地方債 10,640 10,246 △ 393 

社債 8,239 8,139 △ 100 

小計 18,879 18,385 △ 493 

合計 20,732 20,256 △ 475 

２．子会社・子法人等株式及び関連法人等株式（2025年９月30日現在） 

該当ありません。 

３．その他有価証券（2025年９月30日現在） 

  種類 
中間貸借対照表計上額

（百万円） 

取得原価 

（百万円） 

差額 

(百万円) 

中間貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの 

株式 18,927 10,222 8,704 

債券 － － － 

 国債 － － － 

小計 18,927 10,222 8,704 

中間貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの 

株式 1,020 1,053 △ 33 

債券 1,791 1,804 △ 13 

 国債 1,791 1,804 △ 13 

小計 2,811 2,857 △ 46 

合計 21,738 13,080 8,658 

（注）市場価格のない株式等及び組合出資金は上表には含まれておりません。 



４．減損処理を行った有価証券 

売買目的有価証券以外の有価証券（市場価格のない株式等及び組合出資金を除く）のうち、当該有価証券の時価が取

得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、該当

ありません。 

また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、以下のとおり定めております。 

時価が取得原価に比べて30％以上下落した場合は、「著しく下落した」と判断しております。ただし、株式及びこれ

に準ずる有価証券については、時価が取得原価に比べて30％以上50％未満下落した場合は、発行会社の信用リスク（自

己査定における債務者区分、外部格付等）、過去の一定期間の下落率を勘案して、「著しく下落した」かどうかを判断

しております。 

 

（税効果会計関係） 

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ次のとおりであります。 

繰延税金資産   

貸倒引当金 3,271 百万円 

減価償却費 54  

有価証券有税償却 51  

減損損失 38  

その他     327  

繰延税金資産小計 3,743  

評価性引当額 △1,591 

繰延税金資産合計 2,151  

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金 2,556  

連結間デリバティブ取引損益 480 

退職給付引当金     130  

固定資産圧縮積立額   117 

繰延税金負債合計 3,284  

繰延税金負債の純額 1,133百万円 

当行は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する

取扱い」（実務対応報告第42号 2021年８月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会

計の会計処理並びに開示を行っております。 

 

（収益認識関係） 

顧客との契約から生じる収益を分解した情報 

                         （単位：百万円） 

区分 当中間会計期間 

役務取引等収益 868 

預金・貸出業務 364 

為替業務 238 

証券関連業務 92 

代理業務 5 

保護預り・貸金庫業務 15 

その他の業務 152 

その他経常収益 119 

顧客との契約から生じる経常収益 988 

上記以外の経常収益 10,644 

外部顧客に対する経常収益 11,632 

  

（１株当たり情報） 

１株当たりの純資産額 101,762,841円08銭 

１株当たりの中間純利益金額 1,828,939円59銭  


